






























２-５ 

参 考 ３． 施工体制について 
 
◎ 愛知県建築局では、平成 30 年４月１日以降に契約を締結するすべての建設工事におい

て、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることを認めないこととしている。 
 ※ 社会保険等未加入建設業者とは、次のいずれかの届出の義務を履行していない建設業者

（建設業法第２条第３項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。）をい

う。 
  （１）健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第４８条の規定による届出 

  （２）厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第２７条の規定による届出 

  （３）雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出 
 

□ 施工体制台帳 建設業法第２４条の８、同法施行規則第１４条の２第１項、第３項、第４項 
公共工事入札契約適正化法第１５条 

公共工事において建設業者は、工事の一部を下請けに出す場合には、下請、孫請など、その

建設工事に関わるすべての下請負人の商号又は名称、それぞれの工事の内容、工期、従事者に

関する事項（氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況等）※1 などを記載した施工体

制台帳を作成し、工事現場に備え置かなければならない（施工体制台帳に添付する書類(１)～
(７)を添付すること）※２。 
また、公共工事入札契約適正化法の規定により、施工体制台帳（記載すべきものとされた事

項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを発注者に提出しなけれ

ばならない。※２ 
※１ 従事者に関する事項は、元請についても記載 
※２ 工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することがで

きる措置として、国土交通省令で定めるもの（建設キャリアアップシステムその他適

切なシステムを利用する方法により、発注者が施工体制台帳の記載事項を確認するこ

とができるようにする措置）を講じている場合を除く。 
 

施工体制台帳に添付する書類  建設業法施行規則第１４条の２第２項、第１４条の４第３項 
（１）愛知県と元請業者との契約書の写し 
（２）下請負契約書の写し 
（３）元請業者の主任技術者の資格を証する書面又は監理技術者資格者証の写し 
（４）元請業者の主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面 
（５）監理技術者補佐（配置する場合）の資格及び雇用を証する書面 
（６）元請業者の専門技術者（配置が必要な場合）の資格及び雇用を証する書面 
（７）二次以下の下請負がある場合は、再下請負人との契約書の写し 

 

□ 施工体系図     建設業法第２４条の８、同法施行規則第１４条の６ 
公共工事入札契約適正化法第１５条 

 上記の場合、建設業者は、施工体制台帳や下請業者からの再下請負通知をもとに、各下請け

の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者の見やすい場所及び

公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 
 
◎ 建設工事の施工体制に関係する技術者の配置など工事現場で遵守すべき規定、施工体制台帳

の作成、施工体系図の掲示など工事現場で遵守すべき規定の解説については、次のＵＲＬ（中

部地方整備局）に掲載されている『建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて』を参照する。 
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/qa.htm  

 
◎ 「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）」も参考にすること。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/kenchiku-kijyun.html 

 

◎ 令和３年４月１日以降に公告・指名通知される工事においては下請負届が廃止されており、

施工体制台帳により施工体制を確認することとなっている。 

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/qa.htm
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/kenchiku-kijyun.html



































































































































































































































































